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報告第17号 

専決処分の報告について 

物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分した

ので報告する。 

令和３年７月13日提出 

島田市長 染 谷 絹 代  

専決第12号 

専 決 処 分 書 

物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和３年６月28日専決 

島田市長 染 谷 絹 代 

和解等の 

内  容 

・甲（島田市）は、乙（●● ●）に対し、損害賠償の額として

25,264円を支払う。

・乙は、損害賠償の額の全額を受領した場合には、今後、何ら異

議の申立て等をしない。

相 手 方 

住  所 
●●●●●●●●●●●●●

相 手 方 

氏  名 
●● ●

事故発生 

年 月 日 
令和３年５月20日 

事故発生 

場  所 
島田市道悦三丁目14番41号地先 

事 故 の 

概  要 

市道谷口道線を南へ走行していた相手方車両が、道路上の陥没

箇所を通過した際に、左前輪を損傷したもの。 

－ 1 －　　





報告第18号 

専決処分の報告について 

人身事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分した

ので報告する。 

令和３年７月13日提出 

島田市長 染 谷 絹 代 

専決第13号 

専 決 処 分 書 

人身事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和３年７月２日専決 

島田市長 染 谷 絹 代 

和解等の 

内  容 

・甲（島田市）は、乙（●● ●●●）に対し、損害賠償の額とし

て825,765円を支払う。

・乙は、損害賠償の額の全額を受領した場合には、今後、何ら異

議の申立て等をしない。

相 手 方 

住  所 
●●●●●●●●●●●● 

相 手 方 

氏  名 
●● ●●● 

事故発生 

年 月 日 
令和２年９月10日 

事故発生 

場  所 
島田市阿知ケ谷95番地の１地先 

事 故 の 

概  要 

塵芥収集車が市道阿知ケ谷東光寺線を南へ走行中、直進してき

た相手方の自動二輪車に気付かず右折しようしたところ、体勢を崩

した相手方が転倒したことにより、胸部等を負傷するとともに、道

路を滑った自動二輪車が塵芥収集車と衝突し、車体の一部を損傷さ

せたもの。 
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議案第71号 

教育委員会委員の任命について 

次の者を教育委員会委員に任命することについて、議会の同意を求める。 

令和３年７月13日提出 

島田市長 染 谷 絹 代 

氏 名 住 所 生 年 月 日 

原 喜恵子 ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● 

－ 3 －　　





議案第72号 

公平委員会委員の選任について 

次の者を公平委員会委員に選任することについて、議会の同意を求める。 

令和３年７月13日提出 

島田市長 染 谷 絹 代 

氏 名 住 所 生 年 月 日 

三浦 俊夫 ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● 

－ 4 －　　
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